
山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
四
十
七
号　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

火 曜 日

号
外
第
四
十
七
号

平
成
二
十
九
年

十
月
十
日

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

○
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
選
挙
長
及
び
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者	

一

○
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
の
選
挙
分
会
長
及
び
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者	

一

○
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
の
審
査
分
会
長
及
び
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者	

一

○
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時	

二

○
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
分
会
の
場
所
及
び
日
時	

二

○
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に
お
け
る
審
査
分
会
の
場
所
及
び
日
時	

二

○
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
政
見
放
送
の
放
送
の
順
序
を
定
め
る
く
じ	

二

　

を
行
う
日
時
及
び
場
所

○
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
順
序
を
定
め
る
く
じ
を	

二

　

行
う
日
時
及
び
場
所

○
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
順
序
を
定
め
る
く
じ
を	

二

　

行
う
日
時
及
び
場
所

○
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
に
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す	

二

　

こ
と
が
で
き
る
日

○
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
等
の	

三

　

掲
示
の
掲
載
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
日
時
及
び
場
所

○
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
（
二
件
）	

三

○
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き	
三

　

場
所
及
び
日
時
（
二
件
）

○
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き	

三

　

場
所
及
び
日
時

　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
山
梨
県
に
お
け
る
各
選

挙
区
の
選
挙
長
及
び
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
次
の
と
お
り
選
任
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　

込　
　

ま　

さ　

ゑ　
　

選
挙
区

名

選
挙
長

職
務
代
理
者

住
所

氏
名

住
所

氏
名

山
梨
県

第
一
区

山
梨
県
甲
斐
市
竜
王
新
町

二
千
三
百
四
十
二
番
地

中
込
ま
さ
ゑ

山
梨
県
甲
府
市
下
鍛
冶
屋
町

三
百
五
十
八
番
地
八

長
田
公

山
梨
県

第
二
区

山
梨
県
北
杜
市
長
坂
町
長

坂
上
条
二
千
五
十
六
番
地

一

中
村
良
二

山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口

湖
町
船
津
三
千
七
百
八
番
地

小
林
桂

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
の
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙

分
会
長
及
び
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
次
の
と
お
り
選
任
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　

込　
　

ま　

さ　

ゑ　
　

選
挙
分
会
長

職
務
代
理
者

住
所

氏
名

住
所

氏
名

山
梨
県
甲
府
市
若
松
町
十
一
番
地

四
号

鈴
木
政
孝

山
梨
県
甲
府
市
下
鍛
冶
屋
町
三
百

五
十
八
番
地
八

長
田
公

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
の
山
梨
県
に
お
け
る
審
査
分

会
長
及
び
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
次
の
と
お
り
選
任
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　

込　
　

ま　

さ　

ゑ　
　

審
査
分
会
長

職
務
代
理
者

住
所

氏
名

住
所

氏
名

山
梨
県
甲
州
市
塩
山
三
日
市
場
三

千
二
百
八
十
六
番
地

小
宮
山
博

山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町

船
津
三
千
七
百
八
番
地

小
林
桂



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
四
十
七
号　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

二

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
山
梨
県
に
お
け
る
各
選

挙
区
の
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　

込　
　

ま　

さ　

ゑ　
　

選
挙
区
名

場
所

日
時

山
梨
県
第
一
区　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

山
梨
県
庁

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
四
日

午
前
九
時
三
十
分

山
梨
県
第
二
区

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

山
梨
県
庁

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
四
日

午
前
十
時

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
七
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
の
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙

分
会
の
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　

込　
　

ま　

さ　

ゑ　
　

一　

場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
庁

二　

日
時　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
四
日　

午
前
十
時
三
十
分

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
の
山
梨
県
に
お
け
る
審
査
分

会
の
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　

込　
　

ま　

さ　

ゑ　
　

一　

場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
庁

二　

日
時　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
四
日　

午
前
十
一
時

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
政
見
放
送
に
つ

い
て
、
政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程
（
平
成
六
年
自
治
省
告
示
第
百
六
十
五
号
）
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
梨
県
に
お
け
る
放
送
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
日
時
及
び
場
所
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　

込　
　

ま　

さ　

ゑ　
　

一　

日
時　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日　

午
後
五
時
三
十
分

二　

場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
庁
本
館
四
階
会
議
室

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙

公
報
の
発
行
に
つ
い
て
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
九
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
、
そ
の
掲
載
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
日
時
及
び
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　

込　
　

ま　

さ　

ゑ　
　

一　

日
時　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日　

午
後
六
時

二　

場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
庁
本
館
四
階
会
議
室

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
の
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙

公
報
の
発
行
に
つ
い
て
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
九
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
、
そ
の
掲
載
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
日
時
及
び
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　

込　
　

ま　

さ　

ゑ　
　

一　

日
時　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日　

午
後
五
時
三
十
分

二　

場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
庁
本
館
四
階
会
議
室

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
山
梨
県
の
各
選

挙
区
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
四
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
が
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
四
十
七
号　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

三

委　

員　

長　
　

中　

込　
　

ま　

さ　

ゑ　
　

　

ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
日　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
三
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
七
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
所
内
の
投
票
の
記
載
を

す
る
場
所
に
お
け
る
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
の
掲
示
並
び
に
投
票
所
内
の
そ
の
他

の
適
当
な
箇
所
に
お
け
る
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
並
び
に
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の

氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
の
掲
示
の
山
梨
県
に
お
け
る
掲
載
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う

日
時
及
び
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　

込　
　

ま　

さ　

ゑ　
　

一　

日
時　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日　

午
後
六
時
三
十
分

二　

場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
庁
本
館
四
階
会
議
室

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
山
梨
県
第
一
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
山
梨
県
第
一
区

の
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
山
梨
県
第
一
区

選　

挙　

長　
　

中　

込　
　

ま　

さ　

ゑ　
　

　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室

　
（
た
だ
し
、
平
成
二
十
九
年
十
月
十
日
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
に
限
り
、
山
梨
県
甲
府

市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
防
災
新
館
二
階
会
議
室
と
す
る
。）

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
山
梨
県
第
二
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
山
梨
県
第
二
区

の
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
山
梨
県
第
二
区

選　

挙　

長　
　

中　
　

村　
　

良　
　

二　
　

　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室

　
（
た
だ
し
、
平
成
二
十
九
年
十
月
十
日
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
に
限
り
、
山
梨
県
甲
府

市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
防
災
新
館
二
階
会
議
室
と
す
る
。）

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
山
梨
県
第
一
区
選
挙
長
告
示
第
二
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
山
梨
県
第
一
区
に
お
い

て
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
立
会
人
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び

日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
山
梨
県
第
一
区

選　

挙　

長　
　

中　

込　
　

ま　

さ　

ゑ　
　

一　

場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
庁
本
館
四
階
会
議
室

二　

日
時　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
九
日　

午
後
五
時
三
十
分

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
山
梨
県
第
二
区
選
挙
長
告
示
第
二
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
山
梨
県
第
二
区
に
お
い

て
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
立
会
人
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び

日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
山
梨
県
第
二
区

選　

挙　

長　
　

中　
　

村　
　

良　
　

二　
　

一　

場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
庁
本
館
四
階
会
議
室

二　

日
時　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
九
日　

午
後
六
時

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
山
梨
県
選
挙
分
会
長
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
二
項
、
第
四

項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙
分
会
の
選
挙
立
会
人
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ

き
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

山
梨
県
選
挙
分
会
長　
　

鈴　

木　

政　

孝　
　

一　

場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
庁
本
館
四
階
会
議
室

二　

日
時　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
九
日　

午
後
六
時
三
十
分



発
行
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甲
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一
丁
目
六
番
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刷
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ニ
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七
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平
成
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